
金融機関名 納税義務者

口座種別 口座番号 生年月日 性別

名義人 住所

納組コード 納組名称

被保険者番号 通知書番号

医 療 分 支 援 金 分 介 護 分 子 ど も 分

課税標準額 税 率 税額(円) 課税標準額 税 率 税額(円) 課税標準額 税 率 税額(円) 課税標準額 税 率 税額(円)

円 × ％ 円 × ％ 円 × ％ 円 × ％

円 × ％ 円 × ％ 円 × ％ 円 × ％

人 円 人 円 人 円 人 円

軽減区分 軽減区分 軽減区分 軽減区分

所得割額 所得割額 所得割額 所得割額

均等割額 均等割額 均等割額 均等割額

平等割額 平等割額 平等割額 平等割額

軽減額計(Ｂ) 軽減額計(Ｂ) 軽減額計(Ｂ) 軽減額計(Ｂ)

年税額 ① ② ③ ④

円

特別徴収対象年金 ※子ども分において、均等割額に18歳以上均等割額（1人あたり60円）を含んでいます。

円 　また、均等割軽減額に18歳未満均等割軽減額を含んでいます。

区 分

所 得 割

資 産 割

均 等 割

平等割額

合計(Ａ)

限度超過額(Ｃ)

増減調整額(Ｄ)

条例減免額(Ｅ)

減免額(Ｆ)

(Ａ－Ｂ－Ｃ＋Ｄ－Ｅ－Ｆ)

徴 収 方 法

特別 徴 収義 務 者

特別徴収対象年金額

通知書番号

有資格者月数（上段：医療・支援金・子ども,　下段：介護）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

年　税　額

（①＋②＋③＋④）

被保険者氏名 所得割 資産割

  　　年度　国民健康保険税の算定明細

軽減額

国 民 健 康 保 険 税 個 人 明 細 書

（来年度の仮徴収のご案内）

来年度の４月、６月、８月

は、特別徴収仮徴収額とし

て、２月の特別徴収額と

同額が天引きされます。

納 付 額 納 期 限期 別

普

通

徴

収

 円

 円

 円

 円

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴 収 額月 別
特

別

徴

収

加入月欄の「＊印」は国保加入者、「G」は擬制世帯主を表しています。

賦課限度額は、医療分は50万円、支援金分は13万円、介護分は10万円です。限度超過世帯の被保険者人数に異動（増減）や総所得の変更があっても年間保険税に変更がない場合があります。

特別徴収の欄に金額の記載がある月は、年金からの天引きになります。普通

徴収の欄に金額の記載がある期別は、口座振替による納付又は、納付書での

納付をお願いします。

既に口座振替を依頼されている場合は、この通知書には納付書を同封してお

りません。

　　  年度　国民健康保険税　納入通知書

 円

 円

 円

 円

 円

 円

 円

 円

 円

1年間の保険税額

こちらに記載がある方は口座
からの引き落としです。

保険料の納付方法
◆｢普通徴収｣の場合
口座振替または納付書で毎月お支払い

◆「特別徴収」の場合
年金からのお支払い（年金天引き）
対象年金を表記してあります

◆｢併用徴収｣の場合
特別徴収と普通徴収の両方でお支払い

お問い合わせ先  
能美市健康福祉部保険年金課
ＴＥＬ ０７６１－５８－２２３６

後期高齢者医療保険料の詳細について
は、能美市ＨＰまたは石川県後期高齢
者医療広域連合ＨＰをご確認ください。

国民健康保険納税通知書の見方 

①

②

①国民健康保険税は医療分・後期
高齢者支援金分（通知書では支援
金分）介護分（40歳～64歳）と子
ども分（18歳以上）に分けて計算
しその合計が世帯の保険税額にな
ります。

②国保税は①の内訳からさらに
所得割（所得に応じたもの）
均等割（1人ごとに算定）
平等割（１世帯ごとに算定）
から構成されています。

所得割に用いる課税標準額は所
得ー43万（基礎控除）した額と
なっております。加入者が複数い
る世帯は合計の額が表示されてい
ます。

③

③収入の低い世帯や、未就学児の
いる世帯は軽減を受けることがで
きます（申請不要）。
軽減がかかっている場合はこちら
に軽減額が算定されています。

④

この表は加入状況が確認できます。
・国保加入者で、加入している月に「＊」を記載して
います。
・国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)に「G]と
記載しています。
下の段に「＊」が付いている方は40歳～64歳の介護
分がかかっている方です。

④各区分の税額を計算した結果が
表示されています。

加入者それぞれの所得割の内訳が記載されて
います。
加入者ごとの保険税を確認したい場合はこの
所得割の金額と、各区分の均等割（1人当た
りの金額）、平等割（世帯当たりの金額）の
額をそれぞれ按分することで算出できます。
詳しくはHP内のよくある質問にまとめまし
たのでご確認ください。

納付義務者は国民健康保険の加入
にかかわらず世帯主になります。


